
『幼獅少年』創刊の時代

� 橋 明 郎

１ 序 論

『幼獅少年』は民國６５年（１９７６）１０月に創刊された。その名が示すように

青年反共救国団（以下救国団）系の雑誌であるが，少年向け総合雑誌として今

日まで命脈を保っている。筆者は同じ救国団系の『幼獅（月刊）』創刊号につい

ての分析をまとめているが，
�
『幼獅少年』はそれとは大きく異なる特徴を持つ。

この雑誌の特徴の一つは救国団系統でありながら少年誌であることである。

救国団系であるというこの特徴は『幼獅月刊』においては極めて単純に内容に

反映されていた。即ち遷台後ほどなく刊行された『幼獅月刊』は，大學など高

等教育機関に属する年齢層，言い換えると兵役ともすぐ隣接した人間をター

ゲットとすることで，その時期要求された政治上の課題，反共や大陸反攻を理

論面，文芸創作面で直截に活かすことができた。

しかし，少年層を読者層とする場合，この雑誌が有した機能は何だったのか，

そして発刊後戒厳令期が終わり，少しずつ社会が自由化民主化してゆくなかで，

この雑誌がいかに変容していったのかは，分析すべき一つの課題である。

いま一つの特徴は中学生を読者に想定したことである。国民党政府遷台後の

少年雑誌は，基本的に小学校高学年までを狙った児童雑誌が中心である。それ

を越えると，次には大学など高等教育機関の学生やその年代の青年を読者に想

定した『幼獅』レベルのものが比較的早く刊行された。遷台よりやや早く，民

國３７年（１９４８）『國語日報』が発刊されるが，これは明確に「児童版」「少年
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版」を使い分けている。（後述）

結局『幼獅少年』は作家達にとってはどのような発表の舞台であり，それは

台湾の文学史上どのような意味を持つのか。なぜ「幼獅」の名前を冠した少年

総合誌，しかも児童ではなく中学生をターゲットにした雑誌がこの時期に刊行

されたか。

雑誌の特徴から検討すべきテーマはこのように幾つか存在するが，本稿は，

以上のようなテーマに具体的に切り込む前に，その創刊期，即ち１９７０年代と

はどのような時期であったかを政治的，教育的，文化的流れから整理すること

を目的とする。

２ 社会的，政治的背景

２．１ 刊行前の政治概要

刊行前後の動きを見るなら，民國５５年（１９６６）に文化大革命が始まり，こ

れに呼応するように翌５６年（１９６７）に国民党のまとめた「中國國民黨長期工

作計劃大綱」で，三民主義，文化推行運動の重点施行が言われた。この方向で

中華文化復興運動委員会が設置され，また中央研究院，台湾大學，政治大學，

師範大学，中國文化學院には三民主義研究所が設置され，高級中学では三民主

義を統一教材で教授することとなった。

民國５７年（１９６８）に義務教育が９年に延長される。（後述）

中華民國は民國６０年（１９７１）に国連を脱退，この年蒋介石は最後の総統任

期に入る。民國６１年（１９７２）に対日断交，これ以後国際的に孤立化してゆく。

民國６３年（１９７４）には大陸で批林批孔運動が展開される。

民國６４年（１９７５）に蒋介石総統が死去，規定により厳家淦が総統を継いだ

が国民党主席は行政院長でもある蒋経國が継承した。

民國６５年（１９７６）大陸では毛沢東の死去により （４人組）が失脚，

文化大革命が終結を迎えた。また周恩来が逝去し天安門事件が勃発した。

蒋経國が中華民國総統となるのは民國６７年（１９７８）である。

中華民國内では，１９６０年代に台湾独立運動がかなり大きな規模で政府と衝
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突しはじめた。民國５０年（１９６１）に数百人の逮捕者を出した蘇東啓事件，翌

５１年には施明徳が無期懲役の判決を受ける高雄での事件以下様々な機会に独

立派・民主派が逮捕投獄され，民國５８年（１９６９）には著名作家柏楊が「匪諜」

として逮捕され懲役１２年の判決が出された。更に民國５９年（１９７０）には蒋経

國暗殺未遂事件，所謂「刺蒋案」が発生した。

民國６０年（１９７１）２月学生の活動を学校構内に限定し，他校との連係を避

けるよう通達を出す。しかし，既に強い拘束力は持てない。１２月，大學・単

科大学の国民党所属の教授陣が「反共愛國救國宣言」を示した。３００名以上の

連名で出されたものは，国民党政府がより現在の中華民國版図の政権として疑

われないように中央民意代表定員を広げて民主的な体裁を作ることが主眼で

あった。

これは学内での学生の民主化運動への対応でもあり，同時に当時の台湾社会

で長老教会の数度にわたるアピールなどで示されている外来政権観への対応で

もある。

民國７１年（１９８２）１０月大陸の「告台湾同胞書」への反応として国民党が蒋

経國総統下で採択した「三民主義統一中国」を背景に，「三民主義統一中国大

同盟」が組織された。

２．２ 政府・軍部の表現規制

中華民國は遷台後一貫して内外とも緊張の下にあった。このため，様々な規

制が報道・言論・出版の分野でも行われた。

中華民国の出版規制は二つの側面から行われた。そのうち一つは，紙の不足

を理由として，出版の為の用紙供給を制限するものであった。いまひとつが政

治的理由によるもので，戒厳令下にあっては，国防機密や共産党関連の記事を

排除する「九項新聞禁令」などが政府側からは当然の措置として行われた。

出版を規制する出版法は数度改訂されているが，政治以外にポルノ・性関係

の雑誌規制も対象にしている。出版法は行政機関の対応であるが，治安機関で

ある警備総部も「臺灣省戒嚴期間新聞紙雜誌圖書管制 法」で対応した。これ
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によって政府首脳を非難したり三民主義に反したり，民衆の混乱を助長するよ

うな内容は取り締まられた。

直接検閲や発行停止，禁止などに関与できたのは，総統府，台湾警備総司令

部，調査局，情報局，国民党第４組，警察局，行政院新聞局，台湾省政府新聞

処，地方政府の新聞室など多岐に及び，１９７０年代の各種事件についても当局

の報道に対する指示指導は強く残っている。（例えば中�事件や高雄事件）

加えて，当局のこうした姿勢は畢竟メディアや出版社の自主規制を強めさせ

た。

三民主義はここでも利用されて，「三民主義新聞政策」は民國６３年（１９７４）

になっても表に掲げられており，
�
また数次に渡る新聞工作会談を設けて政府側

の意図徹底を図った。

楊秀菁の整理した５回に渡る会談の議案から，文化面に関するものを抜き書

きしておく
�
。

発行側だけでなく，これを受容する側にも規制は存在した。校内に設けられ

た図書審査委員会は，学校内の購入書を審査し，購読を続けるか中止するかを

判断した。

（２） 楊秀菁『臺灣戒嚴時期的新聞管制政策』P１９０－１９１，民國９４，稲郷，台北
（３） 次新聞工作會談簡表（上掲書 P１８７－１８８）
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さてここから，その規制の様を少し具体的に見ていこう。

民國３９年（１９５０）日本語出版物の刊行が禁止された。これは中華民國政府

が臨時に台湾を中華民国（中国）として構築するための象徴的な出来事である。

民國４９年（１９６０）９月には所謂「自由中国事件」で雷震が逮捕され，雑誌

『自由中国』も国民党政府によってほどなく廃刊に追い込まれる。

民國５０年（１９６１）６月，２５０曲以上の国語歌曲が台湾警備総司令部により

禁止される。この検閲には内政部，教育部，交通部，国防部総政治部，国立音

楽研究所，中華民国音楽協会などが関与した。翌民國５１年（１９６２）初のテレ

ビ局台湾電視が開局するが，そのニュース内容や映像も当然検閲対象であっ

た。

民國５３年（１９６４）日本語映画の上映禁止。

民國５６年（１９６７）９月中華文化復興運動が台湾全土で行われ，問題のある

書籍やレコード販売禁止が要請された。この動きは楊秀菁が台湾省の政府公報

や施政報告をもとに具体的に示している
�
。すなわち，民國５８年（１９６９）に入

ると，省新聞処は警備総部と台湾文化工作協調会とともに基隆，台中，高雄，

台南の４地区に分けて補導会議を開催，民國６０年（１９７１）２月からひと月か

けて，新聞処及び教育庁，警務署が警備総部と合同で「聯合督導考核小組」を

結成して１９縣市を実地指導した。しかも内政部は民國５９年（１９７０）５月に，

７月以降各地の出版物は当該地方政府が審査権を持ち，もし違反刊行物が有れ

ば，その責も地方政府が負うと指示した，ということである。違法出版物につ

いての刑法修正も民國５８年（１９６９）には行われている。同年に「臺灣省戒嚴

時期出版物管制 法」が公布された。

このように１９７０年代に入る頃には，出版規制は相当に行き届いた。

民國５９年（１９７０）には中華文化復興運動下の台湾としては当然のように外

来文化の制限を強化，警備総本部は「全國性取締嬉皮・奇裝異服・長髮等怪行」

（４） 楊秀菁上掲書 P２０２－２０４，民國９４，稲郷，台北
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とし，文化局や各市の教育庁，中視・台視といったメディアと座談会を開き，

長髪やヒッピーなど奇抜な服装を国内で取り締まるよう教育機関，治安機関に

要請させた。これによって民國６５年（１９７６）までに千名の芸能人が，長髪に

せず，奇異な服装をしないという誓約書にサイン，台北市では，長髪・パンタ

ロン・イヤリングや肌を露出する服が取り締まり基準に挙げられる。

民國６０年（１９７１）３月には行政院が「廣播及電視無線電台設置及管理規則」

を承認，台北（本来の表現では「中央政府所在地」）での放送局を３つに制限

した。これで台視・中視・華視寡占にお墨付きを与えた。４つ目のテレビ局と

して公共電視が開局するのは民國７３年（１９８４）になってからである。この年

全国で推行国語実行計画強化指令が発せられる。

民國６１年（１９７２）修正された「臺灣地區省市一縣文化工作處理要點」につ

いては楊秀菁が指摘するように，修正前に比べ国家民族意識の強化と中華文化

復興をより明示したことが特徴である
�
。

民國６１，６２年（１９７２，１９７３）の出版法改訂で出版関係の業務は内政部から

新聞局に移管された。

民國６３年（１９７４）「加強雑誌管理執行要點」で雑誌発行審査はより厳しくなっ

た。５年後の民國６８年（１９７９）更に修正され，基本的国策に反し，政府の威

信を損ねるような国家や社会に無益な雑誌の整理が強調される。

民國６９年（１９８０）の再改訂では，文化工作執行小組のトップは，各地の警

備分区指揮部指揮官が当たるとされた。それまでは小組に指揮部も加わるとい

う位置づけだったので，検閲審査における軍部の比重が増したことになる。

民國６７年（１９７８）行政院新聞局は，台北市の新聞処と合同で，雑誌刊行申

請の１年凍結を決定，これによって既に報道内容が検閲制限されている新聞と

放送局以外のメディアの増加を阻止しようとしたものである。（翌年３月に解

禁。）後に高雄事件のもとになる野党系の言論誌『美麗島』はその翌年が創刊

である。翌民國７２年（１９８３）９月に野党系雑誌編集者や作家が編聯会を結成

（５）「為加強對匪作戰，肅清文化毒素，取締違反法規之出版物，鞏固社會心防，復興中華
文化，維護社會善良風俗，一達成復國建國目標」（同要點）
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し，規制を行う政府側に対抗する。

これら様々な規制が解かれるには戒厳令解除まで待たねばならなかった。す

なわち，民國７６年（１９８７）蒋経國総統による戒厳令解除の翌日に国防部は「臺

灣省戒嚴時期出版物管制 法」廃止を公布，年末には新聞局が翌年から新聞の

新登録を許可，また紙資源の制限を趣旨としていた「戰時新聞用紙節約 法」

も廃止された。

管制の度合いについて，呂東熹は民國３８年～民國７６年（１９４９～１９８７）を「威

権体制時期」，民國７７年～民國８１年（１９８８～１９９２）を「民主過渡期」，民國

８２年（１９９３）以降を「民主多元期」とし，そのうち最初の「威権体制時期」を

更に３分割している。即ち，民國６０年（１９７１）までが「言論厳苛管制期」で，

メディアは党の舌（この表現は中国共産党のメディアの役割を示す言い方と同

一である）として国策を宣揚する役割を担い，法令と党政軍により規制が苛烈

である。民國６１年～民國６９年（１９７２～１９８０）は「柔性管制言論期」で社会教

化がメディアの役割で，党政軍がそのシンパのメディアを育成した時期であ

る。そして民國７１年～民國７６年（１９８２～１９８７）が多元化言論挑戦期で党政軍

の規制が緩和され，民間メディアを買収して傘下にしようとした時期とする
�
。

以上のように，１９７０年代というのは，特に文化大革命が開始されてから

は，三民主義と中華文化復興の旗幟の下，様々な面で制限が強化された時期で

あった。

３ 文学的背景

『幼獅少年』は総合誌であるから，内容はニュース，生活情報，文化情報な

ど多岐にわたるが，毎号一定の比率で読み物や詩が掲載される。つまり，文芸

作品の一つの発表の場でもあった。

（６） 呂東熹『政媒角力下的台湾報業』p.３１３～３１４，２０１０，玉山社，台北。なお民國７０年
は原著の区分でも抜けている。
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３．１ 台湾文学史上の１９７０年代

まず，中華民国における文学の位置づけをたどっておきたい。

中国共産党系統の文学理論は，人民共和国成立以前からプロレタリア文学理

論の一つとして精力的に構築されてきた。国家が人民共和国と双子の如き構造

を持っていた国民政府側も，同様に文化面の理論構築の必要があった。

しかしながら，従来それがプロレタリア文学理論研究と同様の緻密さ細心さ

で研究されてきたとは言えない。

その理由は臆断するに，一つにはプロレタリア文学理論と比して，その立場

の不明確さにある。なるほど中華民國建国は，孫文の理想を押し戴いて中華民

国をうちたて，所謂旧社会を打倒したものであった。しかし，それは異民族王

朝である清朝打倒であり，それによって満州族系の旧貴族や挙人たちの優越は

ひっくり返されたものの，商人層，地主層を中心の旧体制下の有力層の多くは，

中華民國に至っても有力であり続けた。

共産党政府下で生じたような社会全体の価値観の大逆転ではなく，その意味

で，国民党側の文学理論のインパクトは，プロレタリアート文学理論と比すべ

くもないのは当然である。

また，共産党政権の下で，趙樹里・老舎・巴金など現実に優れた作品が生み

出され，またこれに五四運動時期以来の左翼系作家である魯迅たちを含めるな

ら，錚々たる作家群ができあがっている。それに比べると，国民党政府側の作

家は見劣りするのが否めないし，特に国民政府遷台以降解戒までの，政府側作

家の作品で今後も愛読されるに足るような作品もほとんどない。このような成

果の不足が，その足場となる理論への共感・興味を著しく削いできたと言える

のではなかろうか。

近年中国社会科学院の張大明が『國民黨文藝思潮－三民主義文藝與民族主義

文藝』
�
を発表したが，これは光復前までを対象としているものの，国民党側の

文学理論についての最もまとまった研究成果である。

（７） 張大明『國民黨文藝思潮－三民主義文藝與民族主義文藝』，秀威資訊，２００９，台北
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国民党が拠って立つ三民主義による文芸理論は，基本的に中央宣伝部がコン

トロールしている。宣伝部長の葉楚 の『三民主義文藝觀』（民國１９，１９３０，１２

「民國日報」所載）や日中戦争に突入してからの中央宣伝部副部長張道藩の「我

們所需要的文藝政策」（民國３１，１９４２，９「文藝先鋒」）などがその代表的なも

のであり，趙友培の『三民主義文藝創作論』（民國３１，１９４２，重慶）が比較的

まとまった理論であった。

そもそも民國１９年（１９３０）という年は，その前年，民國１８年（１９２９）に中

国文壇を猖獗した「革命文学論争」への警戒反応として国民党が文学理論発表

に迫られた時期であり，当然これらは共産党側の文芸理論と一種の鏡像を形成

した。作者達は「三民主義文芸工作者」で，何らかの形で国民党との関係づけ

（国民党や三青団での研修に参加するなど）が求められた。

また国民党は民國１９年（１９３０）には，自ら資金援助して中国文芸社を作ら

せ，『文藝月刊』（～１９４１）『文藝周刊』を刊行した。しかしながら，上のよう

な泥縄式の展開の延長として，作家たちは国民党と格別の関係・関心を有する

人間でまとめることはできなかった。ここには巴金や老舎ら左翼作家連盟の作

家たちも作品を発表している。対日抗戦時期になると，国共合作の影響もあっ

て，もともと理論的に強固でなかった三民主義文芸は，実際の創作場面ではよ

り曖昧な路線を示したに過ぎない。

張大明の下の総括で十分であろう。

�

（８） 前掲書 １１８頁
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遷台後１９５０年代は，戦闘文学，反共文学の時代である。大陸から渡来した

作家たち（プロレタリアート文学でよく言う「文芸工作者」という呼称にふさ

わしい）は政策に忠実に創作した。

民國３９年（１９５０）当時の張道藩立法院長をトップに中國文藝協會が成立，

文化清潔運動を主導，三民主義や反共抗我をスローガンに活動した。後の民國

４７年（１９５８）になって，胡適が五四の文学革命の姿勢に戻るよう，この協会

で発表した。民國４１年（１９５２）青年反共救国団が成立，この救国団の多大な

支持を得て，中國（華）文藝協會は 民國４２年（１９５３）中國青年寫作協會を，

民國４５年（１９５６）には台灣省婦女寫作協會を設立し，反共文学・戦闘文学の

体制は強化された。民國４４年（１９５５）に蒋介石総統も戦闘文芸を宣言する。

大陸から来台し，ルポルタージュなどに少なからぬ足跡を残した陳紀�が，

やがて張道藩の後を襲って中國（華）文藝協會長となる。

１９５０年代主力だった大陸から移入された作家達は複雑な状況に置かれてい

た。葉石濤の指摘するように，彼らが本来手本とした作家達のほとんどは大陸

に残り，その上その作家たちの作品は台湾での発禁書になってしまったからで

ある
�
。

１９６０年代も主力はやはり戦後渡台した作家であった。ただし，この時期に

活躍を始める作家群について言うなら，それは彼らの出身，成長の過程が大陸

にあったということで，文芸活動の開始やそれに習熟する経験は台湾で為され

たケースが多くなる。この時代の作家の創作に対して「横への移植」という表

現がよく用いられる。

民國５３年（１９６４）４月には呉濁流らの『臺灣文藝』が創刊され，台湾人作

家の発表の場となる。

民國５５年（１９６６）文革が始まり，前述のように翌民國５６年（１９６７）に中華

文化復興運動推行委員会が成立する。

（９）「一九三○年代的文學旗手，如老舍・巴金・沈從文・茅盾・田漢・曹禺等沒有一個來
台，他們的作品也全被 禁。（葉石濤『台灣文學史綱』p８６，民國８７，春暉，高雄：初
版は民國７６）
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１９７０年代に入ると台湾を題材とした郷土文学（１９６０年代この用語はかなり

幅広く台湾に限らず自分の出身地を題材にするもの全体を含む呼称としても使

用された）が盛行する。この台湾化した郷土文学に対して渡台作家達の反論も

あった。

民國６６年（１９７７）反共救国団青年活動中心で文芸会談なるものが行われた。

詩人の余光中はその主役の一人であった。嚴家淦の挨拶は，なお台湾人作家に

対して，作家は偉大な文芸作品を作り民族精神の高揚に務めるべし，とか三民

主義に従い中華文化復興運動をも含み反共国策と共同歩調を取るべしといった

注意を呼びかけるものだった。

このように『幼獅少年』が創刊された時代は，ようやく台湾出身の作家の文

学が，表現手段を北京語として再度表に現れ出す時期であり，一方ではまだ多

くの渡来作家が力を持っていた時期であった。また大陸の文化大革命での中華

文化破壊の反動として中華民族意識や中華文化が以前にも増して強調されなけ

ればならない時期でもあった。

３．２ 台湾児童文学史上の１９７０年代

児童文学という分野は後述のように非常に多義的性格を有している。台湾に

おいて台湾文学史作成の試みが本当に結実しだしたのは２０世紀の最後の１０年

に入ってからと言って良い。「台湾文学」という定義自体が多義的だからである。

「台湾児童文学」となれば更に輻輳の状を呈する。

台湾児童文学研究は，同名ながら複数の分野を内包してきた。

１） 読者層の問題

「児童文学」という括りが一方に，また一方に「青少年文学」乃至「少

年文学」という括りも存在しうる。

基本的に児童文学は幼児期から小学校までが指されるべきものである

が，初期には年齢的に小学校を超えるところまで児童文学の想定読者は浸
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潤している。一方「少年文学」は小学校～十代後半程度までをカバーし，

青少年文学は中等教育年齢以上，青年文学は大専年齢以上というのをほぼ

想定できるが，これをも含めて，成人後の文学と対比させて大きく「児童

文学」と言う場合もある。このように，読者層として想定する者が一定で

なく，またほぼ成人と重なる青年層と児童層の間にギャップが生じている。

２） 児童は作者か読者か内容か

台湾に於ける児童文学運動は，児童のために作家が創作すること，教師

などいわばアマチュアの作家が創作すること，そして児童自身が創作する

ことの３点が混在している。また，主人公が児童であるものを「児童文学」

「少年小説」と称したりもする。

３） 教育か文芸か

児童文学は文芸活動か教育活動か，この点も混在している。児童の娯楽

のためというのは文芸創作活動であるが，遷台後の台湾の児童文学は，国

語（北京語）普及の道具として政府に後押しされていたという経緯があり，

いまだに全文に注音字母を付けている『國語日報』がいい例だが，言語教

育の側面が強い。これは児童による創作活動でも同様である。

このことは児童文学研究所が，台東の師範系の大学に始めて設置された

ということでも分かる。

謝鴻文は『凝視台灣兒童文學的重鎮－桃園縣兒童文學史』
�
で，「台湾児童文学

史」が文学史研究の辺縁から脱していないと述べているが，上の状態を考える

なら邱各容の『台灣兒童文學史』
�
や洪文 の『台灣兒童文學史』が１９９０年代

にまとめられただけでも大きな一歩というべきであろう。

国民党政府は光復後様々な文学活動を台湾で展開したが，民國３８年（１９４９）

という年に台中市政府教育課の手になる『台灣兒童文藝』が発行され，その作

（１０） 民國９５（２００６）富春文化，台北
（１１） 邱各容『台灣兒童文學史』，五南，２００５，台北．『初稿』と銘打たれたものは民國７９

年（１９９０）に刊行されている。
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家には謝氷�の名前も見える。

邱各容は，「台灣第一本兒童文學史」と銘打った『台灣兒童文學史』で，日

治時代から十年毎に区切って記述しているが，彼の見方では，遷台後の各年代

の児童文学は，概ね次のように位置づけられている
�
。

１９５０年代：遷移した中国文化と，日本の影響の濃い台湾文化の融合時期。

作品は國語教育の目的を持ち，また文学外の広汎な伝達内容を有する。作品と

しては翻訳が多く，新しい作家の育成が急務となり，政府がこの面を強く後押

しした。

１９６０年代：大陸出身の作家たちと台湾出身作家の融合時期。台湾の作家た

ち（詩人を含む）による中国語での創作が児童文学分野でも盛んとなる。多く

の雑誌，新聞が「児童版」「少年版」という分野を提供して，発表の場を用意

する。

１９７０年代：台湾児童文学発展の転機，多くの今日に�がる行事が行われた。

１９８０年代：児童文学研究が盛んになり，また児童詩に力が注がれる。国際

的動きも見える。

１９９０年代：新世代の作家も充実し，また地方での児童文学活動の地盤が整

う。

３．３ 児童文学雑誌

おおよそ児童文学の発表手段としての新聞・雑誌には，まず『國語日報』（民

國３７．１９４８．１０～）がある。これはそもそもは中華民國教育部が「教育部國語

推行委員會 台 事處」を設置した際に，その方針にそって発行された。その

名の通り台湾地区で標準的に流布していた日本語を排除し北京語（國語）を推

進し，中華精神を宣伝する目標を担っていて，特に当初は別段児童向けでは無

かった。それは創刊時に本紙と別に「児童版」，後ほどなく「少年版」を発行

（１２） 前掲書各章冒頭
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したことからも分かる。（この時期に明確に児童と少年を区切っていたことは

注目される。）しかし，今日まで一貫して注音字母を付した紙面作りをとって

いることからも分かるように，次第に児童・少年が主たる読者になっていった

ものである。

一時台湾省國語會に移管されたが民國４４年（１９５５）株式会社化された。し

かし民國４９年（１９６０）財団法人化されて國語會と相当密接な関係を持ち続け

た。（財団法人期の理事には台湾省教育庁副庁長などが入った。）

児童文学の発表の場として果たした役割は大きいが，一方でこのように政府

側に近い性格も有し，さらに國語推行によって台湾の母語と言うべき言語も排

除したという批判的な評価もある
�
。

新聞系では『中央日報』の「児童週刊」が１年遅れて民國３８年（１９４９）の

創刊，児童詩の分野で特に貢献が大きかった。

雑誌では，『台灣兒童月報』が台中市教育課の支援で同じ民國３８年に誕生，

作家によるものだけでなく，教員や児童の作品も掲載した。これは市政府レベ

ルだが，民國４０年（１９５１）には省教育庁の肝いりで『小學生』が発行された。

当時の教育庁長は陳雪屏。やがて低学年向けの『小學生畫刊』も発行される。

この雑誌の流通上の特色は，全国の小学校各学級に配置されたことだろう。

こうした公的な取り組みに対し，民間も民國４２年（１９５３）に『學友』が學

友書局により発刊され，翌民國４３年（１９５４）には『東方少年』が刊行された。

こちらは東方出版社の発行とはいえ，台灣省文化協進會の協力を受けた者であ

る。林文寶の指摘するところでは，この２種の民間刊行物は漫画を大胆に取り

入れるなど，政府系の雑誌にはできない特色を有した
�
。

この雑誌の内容は総合的なもので，対象は誌上では「小朋友們」としている

が，小学校高学年以上から中学までを読者層としたと見られる点が『小學生』

（１３）「但「國語政策」表面上是要撲滅日本語文的遺毒，實際上則對台灣的本土母語， 生
更嚴重的 害與滅 。」呂東熹『政媒角力下的台湾報業』p.２５１，２０１０，玉山社，台北

（１４）「儘管它們在�容編排的方面，深受日本影響 ，但它們版面變化的活 性與加入較多的
漫畫蝙蝠，卻是官方系統的《小學生》雜誌所不能及的」（林文寶「台灣的兒童文學」p２６９;
『台灣文學』，民國９０，萬卷樓所収）
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とは異なる。

民國５３年（１９６４）に組織された教育廳兒童讀物小組が翌年から中華兒童文

藝叢書の刊行を開始した。教育庁は，児童への文学工作の重点をこちらに置く

ことになり，『小學生』『小學生畫刊』はその役目を終える。この叢書は『小學

生』がそうであったように学校に配置することが奨励された。

民國５５年（１９６６）に国立編訳館が出版物事前審査を開始，以後『東方少年』

などを契機に読者に大いに歓迎された漫画は強く制限される。（民國７６年に事

前審査制度は廃止。）

この１９６０年代には教育の為の児童読物研究が盛んになった時期でもある。

これは師範で「児童文学」が科目に組み入れられたことへの対応である。また

民國６０年（１９７１）兒童讀物研究班がかつて教育廳の役人であった陳梅生によっ

て組織され，現場の教師自身が児童文学を創作するという流れが出来た。

この研究班の作家達は，やがて刊行される『兒童文學月刊』に発表の場を得，

また民國６１年（１９７２）には『國語日報兒童文學周刊』も発刊された。そして

いよいよ民國６５年（１９７６）『幼獅少年』の創刊を迎えるのである。

４ 教育的背景－義務教育延長と読者層の拡大

教育面で１９７０年代に向けての変化は大きく二点に集約できる。一つは義務

教育延長であり，今ひとつは教育目標，教育手段の変化である。

台湾での中華民国政府は日治時代と同様，基本的に６年の義務教育を行って

いた。それが後に九年制に改められた。正式には，民國５７年（１９６８）１月２７

日に総統府から公布された「九年国民教育実施条例」によって，同年秋学期か

ら開始された。

中等教育前半としての初級中学は，義務教育延長まで以下の状況にあった。

中学への進学熱が次第に高まっていったが，初級中学の増置は教員養成や用

地確保の問題から地方政府の努力にも関わらず進まず，小学生の受験競争が生

じ，小学校での補習が問題となり，また入学しても多くの中学生は長距離通学
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を余儀なくされた。

民國４５年（１９５６）に，一部の中学が省立に格上げされ，あるいは増設され

た。具体的には高級中学を除くと台南一中，同二中，女中の一部を省立善化中

学に，南投県の中興新村で省立中興中学を，嘉義省立中学の一部を省立後壁中

学に，省立台北成功中学の桃園分部を省立武陵中学に，高雄市立一中を省立左

営中学になどで，これにより中学進学熱の加熱から中学新設を迫られた地方政

府の予算逼迫を緩和しようとした。また顕著になっていた通学生増加による交

通機関の混雑問題を緩和し，さらに市立中より省立という保護者の進路選択，

または途中からの編入などの動きも緩和する意図もあった
�
。

義務教育延長の目的は民國５６年（１９６７）６月２７日の蒋介石総統の訓辞に示

されるように，次世代の民族の種を育てて，三民主義教育の模範を台湾省で示

すためである
�
。

また，小学校に於いて基礎を学んだあとの，思想教育，人格教育，職業教育

こそが中学教育の機能であり，それにより愛国精神を涵養し，中華文化の淵源

を強調する必要性があると説いた
�
。

当時の閻振興教育部長への通達（『革新教育注意事項』）は小学校から大学に

至る機能を段階的に述べたもので，片方に義務教育延長により，国民の水準嵩

上げや小学校での進学競争を避けるといった今日から見ても首肯できる目標が

掲げられているが，また一方では高等教育での原書の排除など，今日のから見

ると首を傾げさせられるような指示があり興味深い
�
。

また，この指示には，生徒の視野を広げるため国立編訳館による海外の自然

（１５） 汪知亭『臺灣教育史料新編』，民國６７，商務印書館 ，台北 p２８０～２８６参照
（１６）「・・・就可以 好這一保育下一代民族根苗的義務教育，亦就可以根本消除惡性補習

的痼疾病根 ，以實現三民主義模範省的教育建設・・・」（民國５６，６，２７國父紀念約會）
（１７）「國民中學教育，應以思想教育・人格教育・與職業（技能）教育為主，以 發其立志

向上・愛國自強之精神，並應強調對國民基本之知識 ，民族文化之淵源 ，・・・」（民國
５７，２，１０嚴家淦行政院長，閻振興教育部長への注意通達）

（１８）「當然大學中之學生，皆應主修與選修一至二種外國語文 。但各種大學用書，則應盡量
減少使用原文本，而代以譯文本。此種譯文本，亦並非完全照譯，而應參酌國家民族之特
性，根據三民主義之準繩，予以改變。」（同上）

－32－ 香川大学経済論叢 ２８４



科学，社会科学，文学芸術の訳出紹介すべきことに触れられている。

蒋介石は，民族文化の基本として，この義務教育延長に合わせて，小学校課

程で『生活與倫理』，中学校課程で『公民與道徳』の教科書編纂を指示してい

る
�
。ただし，この時に蒋介石が滑稽なばかりに細かく示した内容は，倫理や道

徳といったレベルというよりは，作法不作法の例示であるのだが。

民國５６年（１９６７）８月２６日政府公報で行政院は，次年度から国民学校を国

民小学，初級中学を国民中学と改称して，６，３制の義務教育にすると発

表，５７年（１９６８）１月１９日に関連条例が立法院で通過した。

さて，この義務教育延長に合わせて，中華民国政府の各級学校での教育目標

は再整理される。従来中等教育であった初級中学は，国民中学に移行すること

で９年間の国民教育課程に組み込まれ，所謂中等教育は高級中学（日本の高等

学校に相当）部分に短縮された。この制度改革と時期を同じくして，縣市の国

語推行委員会は各教育局の下に配置換えとなった。

進学率は教育庁のまとめる『統計手冊』に示されるが，中学進学者は義務教

育延長の直前，民國５６年（１９６７）に５７．５９％であったものが，民國５７年（１９６８）

には７１．０５％，５年後には８割を超え，そのまま９割まで直線的に向上して

いった。

当時の各県市の実施計画や，その後の教育庁の問題整理を見る限り，延長開

始時期の現場での課題は第一には校地・校舎の確保，第二に教員の数と質の確

保であり，教育内容や教材の精査にまで十分関心を持つ余裕があったとは言い

難い。

しかしながら，既に引いた蒋介石の『革新教育注意事項』で，明確に多種の

教科書を問題視し整理検証の必要性に触れたことで，教材統制の根拠が与えら

れたことになる。即ち

（１９）「對國民教育，小學「生活與倫理」中學「公民與道�」課程之指示」（民國５７．４．１２）
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�

実際，教育部はこの後教科書の編纂業務を通常の出版社ではなく，国立編訳

館に委ね，教育内容の統制，政治化はこれ以後長く機能することとなった。

この統制が最初に適用されたのは中学校の国語（国文）・歴史・地理・公民

（公民與道徳）の四教科でそれが全教科に拡大された。これがようやく緩和さ

れたのは民國７８年（１９８９）のことで，小中の実技系科目（芸能科目）から民

間出版社編纂の教科書が，国立編訳館の「検定」を経て認可され始めた。

洪萬生・彭婉如のまとめた報告でも，その約２０年後の指導要領（課程標準）

ですら，この蒋介石の注意事項の延長上にあると非難している。

この時期，中華民国の教育課程は，当然人民共和国政府の教育を強く意識し

て考えられている。反共自体は中華民国政府が台湾に逃れた当初から学校だけ

でなくあらゆる場面で掲げられた方針であるから，そのことに変化はない。た

（２０） 洪萬生・彭婉如「教材設計與社會文化」，羊憶蓉，林全等著「台灣的教育改革」前衛，１９９４
台北，所収，p４７４
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�

だ，この時期の教育方針決定は，中国の文化大革命が意識すべきものとして大

きく加わった。

だから蒋介石は民國５７年９月９日の国民中学開校式の式辞で，次のように

触れている。

台湾での中華民国政府による教育は，既述の通り，当然反共を主とする思想

統制（教員を含む）で開始された。

民國４８年（１９５９）６月中華民国政府教育部は国防部，救国団と省政府とと

もに「學校軍訓教育改進計劃大綱」「大專學生暑期集訓 法」をまとめる。こ

れによって高等教育の学生は夏期に軍事訓練を受け，その成績が芳しくなけれ

ば卒業後の徴兵で士官待遇にならないことが示された。こうして軍事訓練に誘

うことで高等教育機関での思想統制を図り，同時に救国団の行っていた訓練を

教育部公認のプログラム化したといえる。

教育部は毎年施政報告書をまとめており，公式の教育史，あるいは政府側の

（２１）「對國民教育九年制開始實施及國民中學開學典禮訓詞」（民國５７．９．９）
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教育観史はこれをもとに考えられるべきである。

かつて，丁度義務教育延長から民主化が明確な政府方針になっていった時期

までの教育問題を，この方式で瞿海源が概観したが，その指摘するところで

は，民國６２年（１９７３）以降，教育部は民族精神教育を強調し始め，政治教育

を強化した。その結果三民主義研究所が大学や中央研究院に置かれた。すなわ

ち民國６０年（１９７１）の台湾国連脱退以後の国際的孤立が背景となる。

民族主義教育の変化を瞿海源の概観でとらえると，民國５５年（１９６６）の教

育部施政報告以後顕著となる民族精神教育の強調は民國６９年（１９８０）まで続

く。民國５５年当時の教育部長は閻振興，その後鐘皎光を経て蒋彦士がこの時

期の教育部長だった。

中華民国の教育部長は，ほぼ教育系統から選ばれていたが，蒋彦士は民國４

年（１９１５）浙江省生まれの，蒋介石・蒋経國と同郷の人物であり，この時期の

教育部長としては，大學の学長経験のない特殊な人選であった。以後も総統府

や党の秘書長，外交部長などを務める政務畑の人物である。

この時期に民族精神教育の名を借りて軍訓も高等教育現場に持ち込まれた。

参考までに，高級中学については，青年の中心思想として三民主義教育の強化

が教育庁によって指示され，検討会が公私立合同で開催された
�
。

瞿海源が指摘しているように，民國５５年時点では民族精神の発揚という言葉

はあっても重点は道徳育成にあったのに対し，蒋彦士時代の民國６５年（１９７６）

の施政報告では，より具体的な思想教育の手段を明示している
�
。「１）加強國父

思想教學，２）加強學校訓導工作，３）加強心理衛生及生活教育」とあり，最も最

初に挙げられているのは孫文の思想学習である。

李登輝総統時代の毛高文教育部長の代になって，「国父思想」は「憲法與立

（２２）「教育廳為確立三民主義為青年的中心思想 ，特別督導各高中加強三民主義之教學 ，改
進教學方法。教育廳近年來，�年均會同有關單位舉 公私立高級中學三民主義教師教育
研討會 ，並分區舉 三民主義觀摩會，俾能加強教學效果。」（汪知亭『臺灣教育史料新
編』，民國６７，商務印書館，台北 p３９６）

（２３） 瞿海源「論評台灣教育問題」，羊憶蓉，林全等著「台灣的教育改革」前衛，１９９４台北，
所収，５４２－５４３頁
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国精神」という科目に変わり，その一部として国父思想が講じられるという位

置づけになり，郭為藩教育部長期の民國８２年（１９９３）国父思想は更に下位区

分に配置された。

瞿海源によれば，これが民族精神教育の表向きの終結である。

この意味で義務教育延長の文化教育面での成果を，汪知亭は次の通り記述し

ている。即ち，中等教育では「生活教育と民族精神教育に力を入れたことによ

り，中華文化復興運動に顕著な効果があった。」
�

結局なぜ３．１で見たような対象読者のギャップが生じ，また児童雑誌と別に

中学生が読者層のターゲットになったか。

これは上で見てきたように何よりも義務教育が９年に延長され，等しく学生

である世代が以前とずれたためである。ただし，後述するように中学進学者は

９年義務教育の開始により以前より１０％近く増加したもののまだ６割弱であ

る。そして創刊の前年に至ってようやく８８．９８％に至った。この頃になって，

ようやく名実共に義務教育の状態に至ったと見ることも出来る。

義務教育延長の影響について，孟樊は『文學史如何可能－臺灣新文學史論』
�
で

１９６０年代の通俗文学を叙述する際に劉秀美の下の指摘を引用している。

しかし，一方これまで引いてきた義務教育開始時期の通達から読みとるべき

ことは，第一に義務教育延長に際して，初等教育から高等教育に至る道程目標

（２４）「在文化方面 ，因國民知識水準普遍提高，且九年國民教育特別注重生活教育與民族精
神教育 ，對中華文化復興運動 ，�生了相當助益。」（汪知亭『臺灣教育史料新編』，民國
６７，商務印書館 ，台北 p３８６）

（２５） 孟樊，P５５，民國９５，揚智文化出版公司，台北
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が，中華民族，三民主義といったキーワードによって描かれていること，第２

に教材，教法も同様の視点で選ばれるべきこと，さらには翻訳出版等による文

化紹介も同様であることである。

このことから，この時期に発行される雑誌についても同様の精神が求められ

たと見なすべきである。つまり，通俗文学の読者増ではなく，この時期のある

べき中学生像に向かう読者を生み出す必要があったのである。

５ 『幼獅少年』創刊期の意味

『幼獅少年』は中学生向け総合誌として発行され，救国団系統の雑誌として

当然公立各校に置かれ，発行は２萬余という規模であった。

これは『幼獅少年月刊』が高等教育機関学生相当の読者を想定して編集され

たのと比較すれば，当然それよりかなり大きな市場を抱えたことになる。また

一方，４で見たように，これだけの市場規模に至るには義務教育延長開始から

数年の時間を要した。逆に言うなら延長開始時点で刊行した場合は，部数は相

当異なっていたわけで，この民國６５年に至っての創刊はそれなりの意味があ

る。

もちろん，中学生が成人向けの小説を読むことは，特に義務教育化前には普

通のことであったであろう。しかし一気に拡大した「中学生」という身分の読

者の多くは，そこまでの国語力なり読書への渇望感を欠いていたはずである。

従って，その成長過程のレベルに適う記事や読み物への要求が，義務教育下の

中学で生じたであろうことも無視してはならない。

一方，高等教育機関に要求したような思想面の涵養の必要性，さらには特に

この時期顕著になる中華民族として中華文化圏の正当な担い手であることの自

覚は中学生にも少しずつ求められるようになる。この意味では単純に少年向け

読み物を掲載するもの以上の役割を担う雑誌であることも求められた。

この時期はまだ戒厳令下の社会であり，多くの表現規制が存在した。救国団

系統の雑誌でも特に規制が緩いわけではない。一方で，救国団系統の雑誌とし

ては，当時の政府側が望ましいと考える少年雑誌の性格を意識せざるをえな
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かった筈である。

周浩正を編集長に，所謂「孫小姐」である孫小英（後何度も優秀編集者とし

て授賞する）も編集に当たった。雑誌自身も優良雑誌や雑誌出版金鼎奨を何度

も受けた。

なるほど救国団という出版母体は国民党系列であり，行政院からの授賞は当

然とも言えるが，この雑誌がその点でのみ評価されていたのでないのは，救国

団がそもそも編集した『幼獅月刊』が休刊に追い込まれたのと対照的に今日で

も広く読まれ読者に支持されていることからも明らかである。

読者の支持を継続的に得るためには，戒厳令下の創刊から民主化自由化の流

れの下で社会も教育現場も激動した時代，それなりの変身をする必要があった

筈である。具体的にどのような変化が生じていき，それが社会情勢の変化をど

のように反映したものであるかの分析を，今後行うこととする。
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